
会員各位 

平成２１年９月 

 

「走行距離に関するクレーム取扱い変更について」「走行距離に関するクレーム取扱い変更について」「走行距離に関するクレーム取扱い変更について」「走行距離に関するクレーム取扱い変更について」    

標記に付、日本オートオークション協議会からの「走行距離に関するクレーム

基準統一運用」の通達により、当会場は下記の通り変更となりますのでご案内致

します。 

適 用 要 件 

「メーター改ざんに出品者が直接関与をしていない事が前提条件になります」 

１、 クレーム受付期間について 

１） クレーム受付期間 ： ６ヶ月（オークション当日含む） 

２） 書類から判明   ： １ヶ月 

① 書類から判明した場合の起算日は書類発送後（当日含む）からの起算と

なります。 

② 書類から判明した場合の「書類」とは車輌取引に関して授受される書類

全て。（車輌に付随している目視確認できるものを含む） 

２、 ペナルティ金額請求方法について 

会場を複数跨った場合、他会場で発生したペナルティ金額の累積請求をしない  

３、 メーター改ざん判明時のペナルティ金額について 

ペナルティ金額 ： ５万円 

４、 実施日 

平成２１年１０月１日（木）開催ＡＡより実施 

以上 

※尚、ご不明な点がありましたら検査課までお問い合わせ下さい。 


